
１．はじめに
本稿では，調査結果から所得階層別の世帯
分布が得られる国民生活基礎調査（厚生労働
省），家計調査，全国消費実態調査，就業構
造基本調査，住宅・土地統計調査（旧・住宅
統計調査），家計消費状況調査（以上，総務

省統計局）を取り上げ，雇用者世帯の所得分
布について，各調査の特徴を考察することを
目的とする。
統計調査間で所得分布に違いがみられるこ

とは一般的に知られており，「家計調査は高
所得家計と低所得家計についての情報が得ら
れにくい」（溝口（ ））という指摘をはじめ，
舟岡（ ），松浦（ ），山田（ ）など
によっても研究されている。しかし，これら
の研究は，二人以上の世帯のものが多く，単
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身世帯を含む所得分布の相違については分析
されていない ）。国勢調査によると，単身世
帯は， 年の 万世帯から 年には

万世帯に増加し，全世帯に占める割合
は ％から ％に増加している。このよ
うな近年の単身世帯の増加を考慮して，本研
究では，単身世帯を含む所得分布についても
調査間の比較を行うことを試みる。
ところで，世帯主の従業上の地位別世帯構
成比を ～ 年についてみれば，調査に
よって雇用者世帯が ～ ％，自営業者世
帯が ～ ％，無業世帯が ～ ％と大き
く異なっている ）。したがって，各統計調査
の所得分布は，これらの世帯構成比の高低に
よっても影響を受けている可能性がある ）。
それらの影響を排除するために本研究では，
対象を雇用者世帯に限定することとした。
また，上記の統計調査はいずれも標本調査
であるため， つの年次や 期間だけを比較
すれば，標本誤差による所得分布の特徴をそ
の統計調査固有のものと認識してしまう可能
性がある。そこで，調査年次が比較的接近し
た ～ 年， ～ 年， ～ 年と
いう つの期間に実施された 回分の統計調
査について比較を行うこととした。

２．対象とした統計調査の概要
統計調査ごとの所得分布の比較を行う上で，
統計の 要素である，時，場所，調査対象（単
位），調査項目（標識）を確認しておくこと
が重要である。そこで，表 に各統計調査の
相違点について，その概要を示した。なお，
国民生活基礎調査には世帯票・健康票の調査
と，その後行われる所得票・貯蓄票の調査が
あり，本研究では所得票の調査結果を用いて
いる。
統計調査の間には，どの期間の年間収入を
把握しようとしているかに違いがみられる。
月次調査である家計調査は，調査開始月の後
半に当月を含めた過去 年間の年間収入を記

入し ），家計消費状況調査は，調査開始月に
過去 年間の年間収入を記入することになっ
ている。したがって，これらの統計調査では，
ある年の 月から 月までの調査によってわ
かる年間収入は，前年後半から当年前半にか
けての 年間を中心としているが，前年 月
から当年 月までの期間に含まれる か月
間に得た収入を反映したものとなっている。
調査が特定時点で実施される統計調査につい
てみると，国民生活基礎調査では前年 月～
月の収入を，住宅・土地統計調査と就業

構造基本調査では前年 月～当年 月の収入
を，全国消費実態調査は前年 月～当年
月の年間収入を調査することになっている ）。
したがって，たとえば ～ 年の期間に
ついてみると，定義上からは，就業構造基本
調査は 年 月～ 年 月，全国消費実
態調査は 年 月～ 年 月の収入を反
映したものとなっており，同一期間内におい
ても最大 年程度相違している可能性がある。
しかし，この期間に所得分布が大きく変化し
たとは考えられないので，同一期間内ではそ
のまま比較することとした。
なお，対象世帯が雇用者世帯か否かは，就

業構造基本調査では世帯の合算所得に占める
最多所得の種類で判断しているが，他の統計
調査ではもっとも所得が多い世帯構成員の従
業上の地位で判断している。また，統計調査
によっては，雇用者世帯でも単身世帯を含む
のか含まないのか，という違いもみられる。
今回取り上げた統計調査のうち単身世帯を含
むのは，国民生活基礎調査，住宅・土地統計
調査，家計消費状況調査および，就業構造基
本調査（ ・ 年）の 調査である。な
お，国民生活基礎調査と住宅・土地統計調査
では，寮・寄宿舎に住む単身世帯は調査対象
に含まれていない。

年の国勢調査の全国結果では，一般
世帯 世帯のうち，単身世帯は

世帯で，そのうち間借り・下宿や
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独身寮に住む単身世帯は 世帯と世
帯全体のわずか ％にすぎない。したがって，
寮・寄宿舎に住む世帯を含むか含まないかは，
所得分布の結果にほとんど影響しないと判断
した。
一方，単身世帯を含まない統計調査は，国
民生活基礎調査，家計調査，就業構造基本調
査（ 年），全国消費実態調査の 調査で
ある。ところで，家計調査，全国消費実態調
査，家計消費状況調査の勤労者世帯には会社
役員が含まれていない。これらの統計調査の
別表から役員のみを取り出して，勤労者世帯
と合算した所得分布と比較してもほとんど違
いがみられなかったことから，本稿では役員
を含まない勤労者世帯を雇用者世帯とみなし
て分析を行うこととした。なお，単身世帯を
含むか否かは所得分布に大きな相違をもたら
すと予想される。このため本稿では，単身世
帯を含むものと，単身世帯を含まないものの
つに分けて，それぞれの統計調査グループ
内での比較を行った。
世帯所得については，統計調査によって，

現物支給，雇用保険または現物消費の年間見
積額を含むものと含まないものがある。これ
らの収入項目については，家計簿の記入内容
を集計した 年家計調査の 世帯当たりの
か月間の収入によれば，本分析に用いる収
入と同定義の経常収入 円のうち，「雇
用保険法に基づく各種給付」が含まれる「他
の社会保障給付」は 円（経常収入の
％）にすぎず，現物総額 円のうち

勤め先収入は 円，自家産物は 円にす
ぎないことから，所得分布にはほとんど影響
していないと判断した。また，いずれの統計
調査も年間収入に財産所得が含まれているが，
退職金や土地・家屋，株式などの財産売却に
よって得た所得や預貯金引き出しなどの実収
入以外の収入は含まれていない。
以上の結果，本研究で用いる年間収入の調
査項目のカバレッジは，いずれの統計調査に

おいても，ほぼ同等であるとみなしてよいだ
ろう。
なお，表 には示していないが，本研究に

用いる所得階層別世帯数は，実査された集計
世帯数そのものである場合と，実査対象世帯
に対して抽出率調整を行って算出した調整世
帯数表示や世帯分布表示の場合とがある。国
民生活基礎調査は， ・ 年の集計世帯
数については，抽出率による調整は行われて
いない。しかし，大規模調査に当たる
年の調査は，多段抽出によるその他の調査と
同様に，抽出地域（都道府県や市町村）ごと
に異なる抽出率を調整して不偏推定値を得る
ために，抽出率の逆数に比例した調整係数を
集計世帯数に乗じて得た調整済み世帯数やそ
の構成比で表示されている。
さらに，「標本理論に基づく調査においても，

質問票の相違や，調査方法の差が，かなりの
程度分布の不平等に影響を与えることが知ら
れている」（寺崎・溝口（ ））から，調査
方法についても把握しておく必要があるだろ
う。国民生活基礎調査の所得票は調査員が世
帯を訪問し，面接聞き取りにより調査票に記
入する他記式を採用しているが，他の調査は，
調査世帯が調査票に直接記入する自記式を採
用している。世帯の年間収入については，国
民生活基礎調査，家計調査，全国消費実態調
査では世帯人員別・所得の種類別に所得金額
を記入させているのに対して ），就業構造基
本調査，住宅・土地統計調査，家計消費状況
調査は，あらかじめ設けられている 区分な
いし 区分および 区分の選択肢の中から
選択するようになっている。また，家計調査
や全国消費実態調査では家計簿の記入をとも
なうため，調査客体には大きな負担になって
いると考えられるとともに，家計消費状況調
査が民間調査機関に委託されているという特
徴がある。
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３．統計調査ごとの所得分布の比較
まず，統計調査によって公表された集計表
で用いられている所得階級区分は精粗さまざ
まである。このため，ほとんどの統計調査で
共通な 万円未満， ～ 万円， ～
万円， ～ 万円， ～ 万円，

～ 万 円， ～ 万 円， ～
万円， 万円以上の 区分に統合した。
ただし，住宅・土地統計調査だけは上記の区
分に統合不可能であったので，他の統計調査
との比較には制約がある。
ところで，前述した調査の回答方法の制約
から，住宅・土地統計調査，家計消費状況調
査および就業構造基本調査では，所得階級区
分の階級値（平均値）が得られない。そこで，
各所得階級を代表させる階級値を事前に決定
しておく必要がある。

年の家計調査による年間収入階級と

階級内平均値を示した表 によれば，閉じた
階級では下限値と上限値の算術平均が当該階
級の年間収入とほぼ一致している。そこで，
閉じた階級では，各階級の算術平均を階級値
とした。また，表 では， 万円未満層で
は階級内の年間年収の概数である 万円を，

万円以上層では階級内の年間収入の概
数である 万円を，それぞれの階級値と
した。以下では報告書に所得階級別の年間収
入が記載されている国民生活基礎調査（単身
世帯を含む世帯），家計調査，全国消費実態
調査については報告書の数値を用いるが，報
告書に記載されていないその他の統計調査に
ついては，これらの階級値を用いて，平均年
間収入やジニ係数を求めた。上記のようにし
て求めた単身世帯を含まない結果数値を表
に，単身世帯を含むそれを表 に示した ）。
前述したように，公表結果の表示方法に違

いがあるため， ・ 年の国民生活基礎
調査は集計世帯数で，住宅・土地統計調査，
家計調査および就業構造基本調査は全国の総
世帯数が合計になるように調整した調整済み
世帯数で， 年の国民生活基礎調査と家
計消費状況調査は調整世帯数を 万あるいは
万とする世帯分布で表示した。
まず，表 に示した単身世帯を含まない統

計調査である国民生活基礎調査，家計調査，
全国消費実態調査，就業構造基本調査につい
てみていこう。 ～ 年における平均年
間収入が，全国消費実態調査が 万円，国
民生活基礎調査が 万円，就業構造基本調
査が 万円，家計調査が 万円であり，
他の期間でもほぼ同様の傾向がみられるよう
に，家計調査（と就業構造基本調査）がやや
低い傾向がみられる。しかし，いずれの期間
や統計調査においても 万円台から 万
円台前半であり，統計調査による差はさほど
大きくない。ジニ係数は， 期間を通じて，
国民生活基礎調査＞全国消費実態調査と家計
調査，という統計調査間の規則的な関係がみ

表２ 分析で用いた階級と階級値
年家計調査 分析に用いた階級

階級 年間収入 階級 階級値
万円未満 万円未満
～

～
～
～

～
～
～

～
～
～

～
～
～

～
～
～
～
～

～
～
～

～
～
万円以上 万円以上

注）家計調査の数値は，総務省統計局『家計調査年報』
による。
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表３ 単身世帯を含まない統計調査の所得分布・平均年間収入・ジニ係数（雇用者世帯に限定）

国
民
生
活
基
礎
調
査
）

年 年 年

集計世帯数 構成比（％） 集計世帯数 構成比（％） 世帯分布
（ 万分比） 構成比（％）

万円未満
～
～
～
～
～
～
～
万円以上
合計

平均年間収入（万円）
ジニ係数

家
計
調
査

年 年 年
世帯数分布

（抽出率調整済実数） 構成比（％） 世帯数分布
（抽出率調整済実数） 構成比（％） 世帯数分布

（抽出率調整済実数） 構成比（％）

万円未満
～
～
～
～
～
～
～
万円以上
合計

平均年間収入（万円）
ジニ係数

全
国
消
費
実
態
調
査

年 年 年
世帯数分布
（抽出率調整） 構成比（％） 世帯数分布

（抽出率調整） 構成比（％） 世帯数分布
（抽出率調整） 構成比（％）

万円未満
～
～
～
～
～
～
～
万円以上
合計

平均年間収入（万円）
ジニ係数

就
業
構
造
基
本
調
査
）
）

年
調整済み世帯数 構成比（％）

万円未満 （ ）
～ （ ）
～ （ ）
～ （ ）
～ （ ）
～ （ ）
～ （ ）
～ （ ）
万円以上 （ ）
不詳 －（ ）
合計 （ ）

平均年間収入（万円）
ジニ係数

注 ）各統計調査の結果から，所得階級を表 にしたがって統合して算出した。
）空欄は当該時期区分内に調査がないことを示す。
）国民生活基礎調査（ 年）の 万分比は，総世帯数を 万とした場合の数値。
）就業構造基本調査の合計は不詳を除いた値である。
）参考として，構成比の（ ）内には，不詳を含んだ合計（本表内の合計と不詳の世帯数を足したもの）に対する構成比を示している。



『統計学』第 号 年 月

表４ 単身世帯を含む統計調査の所得分布・平均年間収入・ジニ係数（雇用者世帯に限定）

国
民
生
活
基
礎
調
査
）

年 年 年

集計世帯数 構成比（％） 集計世帯数 構成比（％） 世帯分布
（ 万分比） 構成比（％）

万円未満
～
～
～
～
～
～
～
万円以上
合計

平均年間収入（万円）
ジニ係数

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
）
）

年の区分
年 年 年 ・ 年

の区分調整済み世帯数 構成比（％） 調整済み世帯数 構成比（％） 調整済み世帯数 構成比（％）

万円未満 （ ） （ ） （ ） 万円未満
～ （ ） （ ） （ ） ～
～ （ ） （ ） （ ） ～
～ （ ） （ ） （ ） ～
～ （ ） （ ） （ ） ～
～ （ ） （ ） （ ） ～
～ （ ） （ ） （ ） ～
～ （ ） （ ） （ ） ～
万円以上 （ ） （ ） （ ） 万円以上
不詳 －（ ） －（ ） －（ ） 不詳
総数 （ ） （ ） （ ） 総数

平均年間収入（万円）
ジニ係数

就
業
構
造
基
本
調
査
）
）
）

年 年

調整済み世帯数 構成比（％） 調整済み世帯数 構成比（％）

万円未満 （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
万円以上 （ ） （ ）
不詳 －（ ） －（ ）
合計 （ ） （ ）

平均年間収入（万円）
ジニ係数

家
計
消
費
状
況
調
査
）
）

年

世帯分布
（ 万分比） 構成比（％）

万円未満
～
～
～
～
～
～
～
万円以上
合計

平均年間収入（万円）
ジニ係数

注 ）各統計調査の結果から，所得階級を表 にしたがって統合して算出した。
）空欄は当該時期区分内に調査がないことを示す。
）国民生活基礎調査（ 年）の 万分比は，総世帯数を 万とした場合の数値。
）家計消費状況調査（ 年）の 万分比は，総世帯数を 万とした場合の数値。
）住宅・土地統計調査，就業構造基本調査の合計は不詳を除いた値である。
）参考として，構成比の（ ）内には，不詳を含んだ合計（本表内の合計と不詳の世帯数を足したもの）に対する構成比を示している。
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られる。
ところで，ジニ係数は単に完全平等からの
逸脱度を示す指標であるため，係数値が同じ
でも所得分布の形が異なることがある。そこ
で，所得分布そのものの比較を行った。家計
調査は全国消費実態調査と比較して若干なが
ら ～ 万円層という中間層が多いもの
の，両者は 期間を通じてほぼ同様である。
しかし，国民生活基礎調査は，両者とは明ら
かに分布が異なっている。たとえば， ～
年についてみれば， 万円未満層の構成

比が，家計調査と全国消費実態調査では ％
であるのに対して，国民生活基礎調査では
％と高くなっている。逆に， ～ 万円
層の構成比が，家計調査と全国消費実態調査
では ％台であるのに対して，国民生活基
礎調査では ％と低くなっている。すなわち，
国民生活基礎調査は，他の統計調査と比較し
て 万円未満の低所得層の構成比が高いと
いう特徴がみられ，このためジニ係数の値が
大きくなっていると考えられる。
次に，表 に示した単身世帯を含む統計調

査である国民生活基礎調査，住宅・土地統計
調査，就業構造基本調査，家計消費状況調査
についてみていこう。平均年間収入を比較す
ると，たとえば ～ 年の期間では国民
生活基礎調査が 万円，住宅・土地統計調
査が 万円であるように，単身世帯を含ま
ない場合とは異なり統計調査間で 万円以
上の差がみられる。また，比較可能ないずれ
の期間においても，国民生活基礎調査＞就業
構造基本調査＞住宅・土地統計調査（と家計
消費状況調査）という関係が認められる。こ
のような調査時期によらない規則的な大小関
係は，非標本誤差の存在を示唆している。な
お，ジニ係数については，複数の時点で比較
可能な調査ではいずれも 年代前半から
後半にかけて低下し，その後上昇する傾向が，
また，同一期間内の統計調査間の比較では，
就業構造基本調査＞住宅・土地統計調査＞国

民生活基礎調査（と家計消費状況調査）とい
う規則的な関係が認められる。

～ 年の期間について， ～ 万
円層の構成比をみると，住宅・土地統計調査
が ％，就業構造基本調査が ％，家計消
費状況調査が ％であるのに対して，国民
生活基礎調査では ％と少ない。逆に，
万円以上層の構成比をみると，住宅・土地統
計調査が ％，就業構造基本調査が ％，
家計消費状況調査が ％であるのに対して，
国民生活基礎調査は ％と多くなっている。
同様に， ～ 年の期間について ～
万円層の構成比をみると，住宅・土地統

計調査が ％，就業構造基本調査が ％で
あるのに対して，国民生活基礎調査が ％
と少なくなっており，同期間の 万円以
上層の構成比をみると，就業構造基本調査が
％，国民生活基礎調査が ％であるのに

対して住宅・土地統計調査が ％と ポイ
ント近く低くなっている。つまり，単身世帯
を含む統計調査の中では，国民生活基礎調査
が，低所得層が少なく高所得層が多いという
特徴を，住宅・土地統計調査は低所得層が多
く高所得層が少ないという特徴を持っている。
平均年間収入の相違は，このような分布の差
異によってもたらされたものといえる。
以上のように，⑴単身世帯を含まない統計

調査では，平均年間収入の統計調査間の分布
の相違はほとんどないものの，国民生活基礎
調査では ～ 万円層が多く中間層が少
なくなっており，家計調査では中間層が多い。
しかし，単身世帯を含まない調査間の差異よ
りも，⑵単身世帯を含む統計調査では，平均
年間収入の統計調査間の分布の相違が大きく，
とくに国民生活基礎調査では ～ 万円
層が少なく 万円以上層が多くなってい
る，という特徴がみられた。⑴については，
従来も指摘されてきたので，以下ではより特
徴的な⑵について主に考察したい。
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４．所得分布に影響する要因
以上のように，統計調査間で所得分布に相
違がみられたが，とくに単身世帯を含む所得
分布において，国民生活基礎調査では他と大
きく異なっていた。そこで以下では，国民生
活基礎調査を中心にみていきたい。
公表された集計表からは，雇用者世帯だけ
を取り出した世帯属性を明らかにできないた
め，表 には集計世帯全体についての世帯属
性を示した。まず，世帯人員別世帯数をみる
と，他の調査では単身世帯の構成比がすべて
％以上であるのに対して，国民生活基礎調

査では ％と少ない。逆に 人以上世帯の構
成比は，他の調査が ％前後であるのに対
して， ％と高くなっている。年齢構成でみ
ても，世帯主年齢 歳以下の構成比が他の
統計調査では ～ ％であるのに対して，国
民生活基礎調査では ％と低く，逆に 歳以
上の構成比が他の調査では ～ ％である
のに対して，国民生活基礎調査では ％と
高くなっている。住居の所有関係では，持ち
家率は他の調査が ～ ％であるのに対し
て， ％と高くなっており，逆に民営の借家
では，他の調査が ～ ％であるのに対して，
％と低い。平均有業人員数も 人と，他

の調査と比較して若干ながら大きくなってい
る。
つまり，国民生活基礎調査の集計世帯は，

中・高年齢層の二人以上の，持ち家世帯が多
く，逆に言えば若年層の単身世帯および民営
借家が少ないという特徴を持つ。とはいえ，
単身世帯を除いた二人以上世帯だけに着目し
て世帯人員別の構成比をみた場合には，他の
統計調査と大差ない分布をしていることにも
留意しておく必要があろう。
一般に単身世帯とくに若年単身世帯では，

基本的に働き手は 人であり，年功賃金慣行
から低所得であると考えられる。このため，
単身世帯を含む結果の場合，若年単身世帯の
構成比が相対的に低い国民生活基礎調査では，

～ 万円層の構成比が低くなっている。
他の調査と比較して，国民生活基礎調査の

若年単身世帯の構成比が低い理由については，
以下のような点が指摘できよう。
第一に，世帯属性別の調査拒否率の相違に

よって所得分布が影響を受けていることが推
測される。家計調査や全国消費実態調査では，
単身世帯と二人以上世帯それぞれについて，
層別多段抽出法を採用していることもあり，
調査協力が得られなかった場合に代替の標本
を調査することで必要標本数を確保する，い
わゆる代替標本が採用されている ）。そのた
め，単身世帯で調査拒否があったとしても，
単身世帯から一定の標本数を確保することが
可能である。ところが，国民生活基礎調査で
は，集落抽出法 ）が採用されているために代
替標本が採用できず，調査拒否が多い階層の
情報が実査段階で欠落してしまう可能性があ
る。
国民生活基礎調査の所得票においては単身

世帯と二人以上世帯の回収率が公表されてい
ないが，世帯票においては「調査客体につい
ての名簿を用いて無回答の属性を調べると，
単独世帯に無回答が多い」（新田（ ））こ
とが明らかになっており，同じ標本調査区の
後続調査である所得票でも，同様のことがい
えよう。したがって，国民生活基礎調査では
単身世帯の調査拒否が，所得分布に影響を与
えている可能性がある ）。このような単身世
帯の調査非協力は，彼らの意識的な調査拒否
だけではなく，国民生活基礎調査が，自記式
を採用している他の調査に対して，調査員に
よる面接調査を採用していることの影響も受
けているものと思われる。一般に面接調査の
場合，とくに調査員と面接可能な世帯が調査
対象になりがちで，さらに調査員との面接に
は多くの時間が必要である。そのため，在宅
率の低い単身世帯の調査協力を得にくく，逆
に在宅率の高い高齢者世帯や大家族世帯の調
査協力が得やすかったのではないかと推測さ
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表５ 統計調査ごとの世帯人員，世帯主の年齢，平均有業人員および住宅の所有関係の分布
（単位：％，人）

国勢調査
（ 年）

国民生活基礎
調査（ 年）

家計調査
（ 年）

全国消費実態
調査（ 年）

就業構造基本
調査（ 年）

住宅・土地統計
調査（ 年）

家計消費状況
調査（ 年）

一般世帯数 （所得票）
世帯数１万対

調整集計世帯数
（ 万分比） － 調整済世帯数 普通世帯総数

（調整済世帯数）
調整集計世帯数
（ 万分比）

世
帯
人
員

総数 －
人 －

－
－
－

人以上 －
平均世帯人員（人）

（単位：％）
国勢調査
（ 年）

国民生活基礎
調査（ 年）

家計調査
（ 年）

全国消費実態
調査（ 年）

就業構造基本
調査（ 年）））

住宅・土地統計
調査（ 年）））

家計消費状況
調査（ 年）

一般世帯数 （所得票）
世帯数１万対

調整集計世帯数
（ 万分比）

世帯数分布
（抽出率調整） 世帯数 普通世帯数

（調整済世帯数）
調整集計世帯数
（ 万分比）

世
帯
主
の
年
齢

総数 （ ） （ ）
歳以下 （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
～ （ ） （ ）
歳以上 （ ） （ ）

不詳 － － － － －（ ） －（ ） －

（単位：％）
国勢調査
（ 年）

国民生活基礎
調査（ 年）

家計調査
（ 年）

全国消費実態
調査（ 年）

就業構造基本
調査（ 年）

住宅・土地統計
調査（ 年）））

家計消費状況
調査（ 年）

一般世帯数 （所得票）
世帯数１万対

調整集計世帯数
（ 万分比）

世帯数分布
（抽出率調整） － 普通世帯数

（調整済世帯数）
調整集計世帯数
（ 万分比）

住
居
の
所
有
関
係

一般世帯数 － （ ）
持ち家 － （ ）
公営・公団・
公社の借家

－ （ ）

民営の借家 － （ ）
その他 － （ ）
不詳 － － － － － －（ ） －

（単位：人）
国勢調査
（ 年）

国民生活基礎
調査（ 年）

家計調査
（ 年）

全国消費実態
調査（ 年）

就業構造基本
調査（ 年）

住宅・土地統計
調査（ 年）

家計消費状況
調査（ 年）

一般世帯数 （所得票）
世帯数１万対 調整集計世帯数 世帯数分布

（抽出率調整） 世帯数 － 調整集計世帯数

平均有業人員 －
注 ）住宅・土地統計調査と就業構造基本調査の「世帯主の年齢」の構成比は，不詳を除いた総数に対するものである。

）住宅・土地統計調査の「住居の所有関係」の構成比は，不詳を除いた総数に対するものである。
）参考として，構成比の（ ）内には，不詳を含んだ合計（本表内の合計と不詳の世帯数を足したもの）に対する構成
比を示している。
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れる ）。
第二に，集計方法によって所得分布が影響
を受けていることが推測される。住宅・土地
統計調査，就業構造基本調査，家計消費状況
調査は，層別多段抽出法を採用しているが，
代替標本は採用されていない。しかし，就業
構造基本調査や家計消費状況調査においては，
推計値を求める際に比推定を用いているため
に，単身世帯の調査拒否が多かったとしても，
その回収率の差異が推計値には直接的には反
映されないような補正が行われている ）。と
ころが，住宅・土地統計調査や国民生活基礎
調査では単身世帯に対する補正は行われてい
ない ）。たとえば， ・ 年の国民生活基
礎調査では，集計世帯数そのものが公表され
ているために，実査段階での単身世帯の回収
率の低さが推計値に直接的に反映されてし
まっている。また， 年の国民生活基礎
調査では，抽出地域の調整は行われているが，
単身世帯に対する補正は行われていない。
以上のように，実査段階で集落抽出法を用
いているため代替調査が不可能であり，かつ，
集計段階で世帯属性別の回収率の相違を補正
していないために，国民生活基礎調査では単
身世帯の構成比が低くなっており，それが単
身世帯を含む所得分布の特徴をもたらしてい
ると考えられる。
なお，住宅・土地統計調査は，代替標本を
採用しておらず，集計段階で世帯属性の補正
を行っていないにもかかわらず，低所得層が
多く高所得層が少ないという特徴を持ってい
た。表 に示した世帯属性の構成比をみると，
単身世帯を含む国民生活基礎調査と就業構造
基本調査の中間に位置しており，なぜ上記の

ような所得分布がみられるのか，現在のとこ
ろ，合理的な理由は推測できていない ）。

５．まとめ
以上，統計調査ごとの特徴を明らかにする

ために，雇用者世帯に限定し，単身世帯を含
む統計調査と単身世帯を含まない統計調査の
グループに分けて，とくに単身世帯を含む
調査を中心に，各統計調査の所得分布の特徴
をみてきた。
その結果，単身世帯を含む調査では，国民

生活基礎調査において， ～ 万円層が
少なく 万円以上層が多く，平均年間収
入が高いという特徴がみられた。これらの特
徴をもたらした理由は，国民生活基礎調査が，
実査段階で集落抽出を行う面接調査法を採用
し，集計段階で回収率の相違を補正していな
いためではないかと推察された。このように
統計調査の場合，その客体や調査事項の概念
が同じ定義であっても，実査や集計方法の相
違によって結果が異なることがありうる。そ
の一つの要因は従来から指摘されているよう
に調査拒否や無回答などの実査上の非標本誤
差であるが，他の要因として，本稿で述べた
ように標本抽出法や集計・推計方法の影響も
考えられるであろう。
なお，本稿では単身世帯を含む調査の所得

分布，とくに国民生活基礎調査と他の統計調
査との相違を中心に検討したが，単身世帯を
含む調査の所得分布において住宅・土地統計
調査が他とは異なった分布を示していること
や，単身世帯を含まない調査の所得分布が相
違していることの要因等については今後の研
究課題としたい。

注

）山田（ ）（ ）は，単身世帯の比較を行っているが，国民生活基礎調査は含まれていない。
）たとえば，自営業者世帯は，就業構造基本調査では ％であるのに対して，国民生活基礎調査
では ％を占めている。
）注 と同様に家計調査の結果についてみると，全世帯と勤労者世帯の間で，年間収入 万円
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以上層の収入の平均値を比較すると 割程度の差がある。
）家計調査では，家計簿による実収入と年間収入調査票による年間収入が調査されており，平均値
でみると常に年間収入が実収入を上回っている。その理由について櫻本（ ）は，年間収入が曖
昧な記憶に基づいているからではないか，と記述している。しかし，下表に示すように， ・
・ 年について年間収入階級別に年間収入と前年の実収入の差を確認したところ，年間収入
～ 万円を境に低所得層では実収入＞年間収入，高所得層では実収入＜年間収入という規則

的な関係が確認された。したがって，実収入と年間収入の差をもたらすものは，「曖昧な記憶」だ
けではなく，所得階層別に何らかの心理的要因があると考えられる。

表 年間収入階級別平均収入
（万円）

年間平均収入（特別収入を含む） 平均実収入（特別収入は除く） 拡大率 ）

年 年 年 年 年 年 年 年 年
総 平 均

年
間
収
入
階
級

～ 万円未満 － － －
～ － － －
～ － － －
～ － －
～ －
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
万円以上

注 ）拡大率は，年間収入から実収入を引いたものを年間収入で除した値。

）調査の時期や調査内容は年間収入の正確性にも影響を受けていることも考えられる。 ・
年の国民生活基礎調査の所得票では，他の統計調査にはない所得税や住民税，社会保険料，固定資
産税，企業年金・個人年金などについての詳細な記入が求められている。これは，基本的に記憶に
基づいて回答可能な他の統計調査とは異なり，記憶だけによる回答が困難である。固定資産税は
月頃に，住民税はだいたい 月上旬頃に市区町村から納税通知書が送られてくる。国民生活基礎調
査の実施時期は表 に示したように 月中旬であり，かつ調査員による他記式であるから，実査の
段階で調査対象者はそれらの通知書を見ながら，回答をすることを求められている可能性が高い。
一方，家計調査の年間収入調査票は，被調査世帯が自記し，密封して調査員に渡されて都道府県に
送付されている。したがって，集計客体に関していえば，国民生活基礎調査は記憶に基づく家計調
査よりも正しい金額を回答していると推測される。
）詳細は，以下の通りである。国民生活基礎調査の所得票では世帯人員別に所得の種類別の所得金
額が記入され，家計調査の年間収入調査票では世帯主と他の世帯人員の所得金額をそれぞれ所得の
種類別に記入されるようになっている。全国消費実態調査も家計調査とほぼ同様だが，世帯主，世
帯主の配偶者，他の世帯人員（ 歳以上と 歳未満）についてそれぞれ記入されるようになって
いる。
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）統計調査ごとに再集計した所得分布がそれぞれ異なっているかどうかを統計的に確認するため
に，独立性の検定を行った。独立性の検定を行うためには各所得階級に入る集計世帯数が必要とな
るが，前述のように 年の国民生活基礎調査，住宅・土地統計調査，就業構造基本調査につい
ては調整世帯数しか公表されておらず，集計世帯数は不明である。その場合には便宜上，表 に示
した集計客体数×雇用者世帯割合×各所得階級の世帯構成比等で算出したものを，各階級の集計世
帯数とみなして検定を行った。検定結果の詳細は省略するが，すべての組み合わせにおいて ％有
意水準で独立性が確認された。
）代替調査では一定の標本数の確保はできるが，二人以上世帯を対象とした分析では，小河（ ），
中川（ ）によって，世帯属性の偏りが生じるという問題も報告されている。
）周知のように，全国消費実態調査などの層別多段抽出法では，市町村を層化して抽出した単位区
から抽出する世帯を調査客体にしている。一方，国民生活基礎調査などの集落抽出法では，層化抽
出された調査区の全世帯を調査客体にしている。
）代替標本を利用できないため，調査への協力依頼を何度もせざるを得ないことから，国民生活基
礎調査のような標本抽出法では「調査拒否より生じるバイアスを避ける点で優れている」（溝口
（ ））という指摘もある。しかし， 年調査について「回収率はほぼ ％に近い」（舟岡（ ））
といわれた国民生活基礎調査も，統計調査を取り巻く環境の変化により，近年の回収率は低下して
おり（新田（ ）），国民生活基礎調査の回収率は，世帯票では 年 ％， 年 ％，

年 ％，所得票では 年 ％， 年 ％， 年 ％と低下を続けている。（「調
査の概要」で公表されている回収客体数を調査客体数で除した数値。）なお，国民生活基礎調査の
所得票調査は，調査項目が詳細であるため，全国消費実態調査（ 年二人以上の世帯 ％，単
身世帯 ％）や家計消費状況調査（ 年 ％）よりも調査協力の割合が若干低くなっている。
）調査の系統についてみると，総務省統計局所管である他の統計調査が県・市区町村－指導員－調
査員であるのに対して，厚生労働省所管の国民生活基礎調査は福祉事務所－指導員－調査員になっ
ている。この系統にある福祉事務所は，いわゆる生活保護の認定に関連した業務を行っており，こ
のことが，一方で国民生活基礎調査では低所得層の協力率を高めているとも推測される。
）例えば，松井（ ）では，比推定について，「性，年齢等によって調査票の回収率に差があると
きに母集団の偏りをある程度抑えることができる」と指摘している。
）各統計調査の報告書では，抽出率の調整方法については明記されているが，調査拒否があった場
合の補正については明記されていない。そこで，各担当部署に問い合わせたところ，本稿のような
回答を得た。
）住宅・土地統計調査は調査票に「同じ建物又は同じ敷地に住んでいる」別世帯の子を選択する調
査項目があるため，この調査では別々にカウントされている 世帯が他の調査では 世帯とされて
いる可能性も否定できないであろう。
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